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居 宅 介 護 支 援 重 要 事 項 説 明 書 

           

 奥州市社会福祉協議会居宅介護支援事業所は、要介護認定を受けられた方が、

多種多様なサービスの中から希望にあったサービスを利用できるよう、介護支

援専門員が責任をもってお手伝いさせていただきます。 

 この説明書をご覧いただき本事業所の概要等をご理解いただいた上で、ご利

用下さいますようお願いいたします。 

 

１ 事業者 

事 業 者 名 称 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会  

代 表 者 氏 名 会長 田面木 茂樹  

所  在  地 岩手県奥州市水沢南町５番12号 

法人設立年月日 平成１８年４月１日 

     

２ 事業所の概要  

（１）事業所の所在地等  

事 業 所 名 称 奥州市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 

介護保険指定事  

業者番号 
 第０３７０４０００１２号 

事 業 所 所 在 地 岩手県奥州市水沢南町５番地12号 

管 理 者 氏 名  介護事業課 課長補佐 髙橋 香 

法令遵守責任者  事務局長       小野寺 栄子  

連     絡     先  

 

 電話番号 ０１９７－２５－２２１１ 

 FAX番号  ０１９７－５１－１１８２ 

通常の事業実施地域   奥州市 

開 設 年 月 日  平成１８年４月１日 

 

（２）運営の方針  

居宅介護支援を行うにあたり、利用者が可能な限り居宅においてその

有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者

の心身の状況やその置かれている環境等に配慮し利用者の選択に基づ

き、適切な保健、医療、福祉サービスが総合的かつ効果的に提供される

よう配慮して行います。また、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利

用者の立場にたって利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定

の事業所に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。                                          
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（３）事業所窓口の営業日及び営業時間  

月曜日から金曜日 午前8時30分～午後5時15分  

※但し24時間連絡可能な体制にしています 

  休日：土曜日 ,日曜日 ,国民の祝日 ,年末年始（12 月 29～31 日・1 月 1 日～3 日）  

 

（４）職員の体制  

職  種   常 勤        業 務 内 容   

管  理  者 １人 運営管理に関すること 

介護支援専門員 ３人以上  

（管理者再掲） 

居宅介護支援計画に関すること  

契約、給付管理に関すること  

申請代行に関すること 

 

（５）居宅介護支援サービスの内容及び利用料 

① 居宅介護支援サービスの内容 

 ア 居宅サービス計画書の作成 

   居宅サービス計画書の作成にあたっては、利用者及びその家族の

状況等を把握し、サービスの目標、その達成時期、サービスを提供

する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画書を作成いた

します。 

   居宅サービス計画を作成するにあたり複数の居宅サービス事業

所を紹介するとともに、居宅サービス計画書原案に位置付けた居宅

サービス事業所等の選定理由を利用者及び家族に懇切丁寧に説明

を行います。利用者から複数の事業所の紹介や、事業所の選定理由

を求めることもできます。 

   当事業所の居宅サービス計画書の訪問介護、通所介護、福祉用具

貸与、地域密着型通所介護の利用情報は別紙２のとおりとなりま

す。 

   イ 居宅サービス事業所との連携調整 

     居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居 

宅サービス事業所等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

   ウ サービス実施状況把握・評価 

     居宅サービス計画の作成後において、少なくとも月に 1 回利用者  

宅を訪問し、居宅サービス計画が効果的なものとしてサービス提供  

されるよう、利用者の状態を把握し、必要に応じて居宅サービス計  

画の変更を行います。また、居宅において日常生活を営むことが困  

難な状況になった場合は、介護保険施設への入所又は入院等の情報  

提供をいたします。入院時には病院側へ当事業所名及び介護支援員  

門員名を伝えて頂きますようお願いします。 
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   エ 給付管理 

     毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出しま

す。 

   オ 要介護認定申請に対する協力、援助 

     利用者の要介護認定の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更 

の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。 

   カ 相談業務 

     利用者及びその家族の抱えている問題等に対し、懇切丁寧に相談

に応じます。 

 

② 利用料 

    要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるの  

で自己負担はありません。ただし、介護保険適用の場合でも、保険料

の滞納等により法定代理受領ができなくなる場合があります。その場

合は、１ヶ月あたり別紙１により算定した料金をいただきます。 

サービス提供証明書を発行いたしますので、このサービス提供証明

書を後日「奥州市」の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられ

ます。 

 

（６）その他の費用 

   奥州市以外にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合  

  は、通常の事業の実施地域を超える地点から介護支援専門員がお尋ねす  

 る所までの交通費の実費をいただきます。なお、自動車を使用した場合  

 の交通費は、１キロメートルにつき３７円となります。 

 

（７）身分証携行義務 

  介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は 

その家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

３ サービスの利用方法  

（１）サービスの利用開始とサービス内容 

まずは、電話でお申し込み下さい。当事業所の介護支援専門員がお伺い

いたします。契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。  

 

（２）サービスの終了  

①  利用者のご都合でサービスを終了する場合  

お申し出下さればいつでも解約できます。 

②  当事業所の都合でサービスを終了する場合  

 人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させてい

ただく場合がございます。その場合は、終了１ケ月前までに文書で通知
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するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者を紹介いたします。 

③  自動終了  

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いた  

します。 

ア  利用者が介護保険施設に入所した場合 

イ  介護保険給付でサービスを受けていた利用者が要介護認定に該当し

なくなった場合（条件を変更して再度契約することができます。） 

ウ  利用者がお亡くなりになられた場合  

④  その他  

利用者やその家族などが、当事業所や介護支援専門員に対して本契約

を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することによ

りサービスを終了させていただく場合があります。  

 

４ 居宅介護支援の提供にあたって 

(１)居宅介護支援提供に先立って、介護保険証に記載された内容（被保険

者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させてい

ただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業

所にお知らせください。 

 

(２)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思をふまえて 

速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護  

認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期  

間が終了する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとしま  

す。 

 

５ 個人情報の保護について 

(１ )サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当

な理由なく第三者に漏らしません。また、この守秘義務は、サービス提

供契約が終了した後においても同様です。 

 

(２)利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお

いて、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報

についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で個

人情報を用いません。 

 

（３）関係法令及び社会福祉法人奥州市社会福祉協議会個人情報保護規程

に基づいて、利用者及びその家族の記録や情報を適切に管理するとと

もに利用者の求めに応じてその内容を開示します。（開示に際して複

写料などが必要な場合は利用者の負担となります。） 
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６ 人権擁護と高齢者虐待防止について 

  利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲

げる必要な措置を講じます。 

(１) 虐待防止のための指針を整備しています。 

(２) 身体拘束廃止に向けた取り組みの指針を整備しています。 

(３) 虐待防止・身体拘束廃止のための対策を検討する委員会を定期的に

開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

(４) 従業者に対する、人権擁護・虐待防止・身体拘束廃止の委員会及び

啓発するための定期的な研修を実施しています。 

(５) 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 (職・氏名)管理者 高橋 香 

(６) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者 (現に擁護してい

る家族・親族・同居人等 )による虐待や身体拘束を受けたと思われ

る利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。  

 

７ 業務継続計画の策定等について 

(１) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護

支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従って必

要な措置を講じます。 

(２) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施します。 

(３) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行います。 

 

８ 感染症の予防及びまん延の防止について 

  事業所において感染症が発生し又はまん延しないように、次に掲げる措

置を講じます。 

(１) 事業所における感染症のまん延の防止のための対策を検討する委

員会をおおむね６月に 1 回以上開催するとともに、その結果につい

て、従事者に周知徹底しています。 

(２) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施しています。 

 

９ 緊急時及び事故発生時の対応方法について 

  サービスの提供中に事故発生・容体の変化等があった場合は、事前の打

ち合わせにより、主治医・救急隊・ご家族へ連絡する等の必要な対応をい

たします。 

  また、居宅介護支援の提供にあたり、賠償すべき事故が発生した場合は、 
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利用者に対してその損害を賠償させていただきます。 

 

連絡先 名称・氏名 住所 電話番号 

ご家族等 
①  

（続柄）           

 
 

 
②       

（続柄） 

 
 

主治医     

 

１０ サービス内容に関する相談及び苦情について  

(１)当事業所の居宅介護支援に関する相談及び苦情を受け付けるための窓口

を設けております。  

    担当 菊地 傑    

電話番号２５－２２１１  ファックス５１－１１８２ 

 

   当事業所では、地域にお住まいの以下の方々を第三者委員に選任し、地  

  域住民の立場から本事業所のサービスに対するご意見などを頂いておりま  

す。利用者は、本事業所への苦情や意見を第三者委員に相談することもで  

きます。  

 

○奥州市社会福祉協議会 第三者委員  

選任区分等  氏  名  連 絡 先  

本  部    及川  守  ３２－２７７４ 

水沢支所  千葉  弘  ２４－１６２３ 

江刺支所  遠藤 寿明  ３５－４３５２ 

前沢支所    亀井 千枝子  ５６－２１６５ 

胆沢支所  佐藤 賢治  ４６－３５９２ 

衣川支所     高橋 一子 ５２－３２４５ 

 

（２）当事業所以外にも下記窓口で相談及び苦情を受け付けております。  

・  奥州市役所 福祉部長寿社会課  

       所在地 ：奥州市水沢大手町一丁目 1 番地  

電話番号：０１９７－２４－２１１１  

 

・  岩手県国民健康保険団体連合会 苦情処理委員会  

   所在地：盛岡市大沢川原三丁目 7 番３０号  

電話番号：０１９－６２３－４３２５  
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１１ 重要事項説明の確認  

 

この重要事項説明書の説明年月日  令和   年    月   日  

 

 

 

 

 

上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営基準 (平成

11 年度厚生省令第 38 号)」第 4 条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

 

事 

業 

者 

所 在 地  奥州市水沢南町 5 番 12 号  

法 人 名  社会福祉法人奥州市社会福祉協議会  

代 表 者 名  会 長     田面木 茂樹    印  

事 業 所 名   奥州市社会福祉協議会居宅介護支援事業所  

説 明 者 名  介護支援専門員           印 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。  

 

利用者  

住 所   

氏 名  印  

 

代理人  

住 所  
 

氏 名  印  
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別紙１（利用料金関係）            

 

①   基本料金（介護サービス提供開始以降１ヶ月あたり）  

要介護認定区分  
居宅介護支援費

（Ⅰⅰ）  

居宅介護支援費  

（Ⅰⅱ）  

居宅介護支援費  

（Ⅰⅲ）  

要介護１・２  １０，８６０円  ５，４４０円  ３，２６０円  

要介護３・４・５  １４，１１０円  ７，０４０円  ４，２２０円  

 

□  居宅介護支援費（Ⅰ）→介護支援専門員１人あたりの利用者の数が４５  

           人未満の場合  

□  居宅介護支援費（Ⅱ）→介護支援専門員１人あたりの利用者の数が４５  

           人以上の場合において、４５人以上６０人未満の場合  

□  居宅介護支援費（Ⅲ）→介護支援専門員１人あたりの利用者の数が４５  

人以上の場合において、６０人以上の場合  

 

※  当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の 50/100 となります。

また、運営基準減算が２ヵ月以上継続している場合は、算定されません。  

※  特定事業所集中減算に該当する場合には、上記金額から 2,000 円を減額するこ

とになります。  

※  高齢者虐待防止措置未実施減算に該当する場合には、上記金額の 1/100 に相当

する単位数を減算することになります。  

 

②   加 算               

 名 称  金  額  説  明  

初回加算  

 

３，０００円  

 

①  新規に居宅サービス計画書を策定した場

合  

②  要介護状態区分が２段階以上変更となっ

た場合  

入院時情報連携

加算（Ⅰ）  

 

２，５００円  利用者が病院・診療所に入院した日のうちに、

病院・診療所の職員に対し、利用者の必要な

情報を提供した場合（1 回を限度とする）  

入院時情報連携

加算（Ⅱ）  

 

２，０００円  

 

利用者が病院・診療所に入院した日の翌日又

は翌々日に病院・診療所の職員に対し、利用

者の必要な情報を提供した場合（1 回を限度と

する）  

退院・退所加算  

（Ⅰ）  

 

４，５００円  

 

 

イ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉

施設または介護保険施設の職員から利用者に

係る必要な情報提供をカンファレンス以外の
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６，０００円  

方法により提供を受けた場合（1 回を限度とす

る）  

ロ イにおける情報提供をカンファレンスよ

り参加した場合（1 回を限度とする）  

退院・退所加算

（Ⅱ）  

６，０００円  

 

７，５００円  

イ（Ⅰ）イにおける情報提供を 2 回以上受け

た場合（1 回を限度とする）  

ロ（Ⅱ）イにおける情報提供のうち１回以上

はカンファレンスに参加した場合（1 回を限度

とする）            

退院、退所加算  

（Ⅲ）  

９，０００円  （Ⅰ）イにおける情報提供を 3 回以上受け、

うち 1 回以上はカンファレンスに参加した場

合（1 回を限度とする）  

緊急時等居宅カ

ンファレンス加

算  

２，０００円  病院等の求めにより、病院等の職員と共に利

用者の居宅を訪問し、カンファレンスに参加、

居宅サービスの利用調整を行った場合（一月

に２回を限度）  

通院時情報連携

加算  

 

５００円 /月  利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際

に同席し、医師又は歯科医師等と連携を行っ

た上で、居宅サービス計画等に記録した場合

（一月に１回を限度）  

ターミナルケア

マネジメント加

算  

４，０００円  ①  在宅で死亡した利用者に対して、終末期の

医療やケア方針に関する当該利用者又はそ

の家族の意向を把握した上で、その死亡日

及び死亡日前 14 日以内に 2 日以上、当該利

用者又はその家族の同意を得て、当該利用

者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状

況等を記録し、主治の医師及び居宅サービ

ス計画に位置付けた居宅サービス事業所に

提供した場合  

②  ターミナルケアマネジメントを受けること

に同意した利用者について、24 時間連絡で

きる体制を確保、かつ必要に応じて居宅介

護支援を行うことができる体制を整備  

特定事業所加算

（Ⅰ）  

5，１９０円／月  主任介護支援専門員を２人以上配置している  

①  常勤専従の介護支援専門員３人以上配置

している  

②  利用者に関する情報又はサービス提供に

あたっての留意事項に係る伝達等を目的

とした会議を定期的に開催している  
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③  24 時間連絡体制と利用者等の相談体制の

確保  

④  利用者の総数のうち、要介護状態区分が 3、

要介護 4 又は要介護 5 である者の占める割

合 100 分の 40 以上である  

⑤  地域包括支援センターとの連携を図り計

画的に研修を実施している  

⑥  地域包括支援センターから紹介された困

難事例への対応している  

⑦  地域包括支援センター等実施の事例検討

会等への参加  

⑧  家族に対する介護等を日常的に行ってい

る児童や、障害者、生活困窮者、難病患者

等、高齢者以外の対象者への支援に関する

知識等に関する事例検討会、研修等に参加

していること  

⑨  特定事業所集中減算を算定していない  

⑩  介護支援専門員 1 人あたりの利用者の数が

平均 45 人未満である  

⑪  介護支援専門員実務研修における科目等

に協力又は協力体制を確保していること  

⑫  他法人の居宅介護支援事業者と共同で事

例検討会、研修会等を実施  

⑬  必要に応じて多様な主体等が提供する生

活支援のサービス（インフォーマルサービ

ス含む）が包括的に提供されるような居宅

サービス計画を作成している  

特定事業所加算

（Ⅱ）  

４，２１０円／月  ①  主任介護支援専門員を 1 人以上配置してい

る  

②  常勤専従の介護支援専門員３人以上配置

している  

③  利用者に関する情報又はサービス提供に

あたっての留意事項に係る伝達等を目的

とした会議を定期的に開催している  

④  24 時間連絡体制と利用者等の相談体制の

確保  

⑤  地域包括支援センターとの連携を図り計

画的に研修を実施している  

⑥  地域包括支援センターから紹介された困
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難事例への対応している  

⑦  地域包括支援センター等実施の事例検討

会等への参加  

⑧  家族に対する介護等を日常的に行ってい

る児童や、障害者、生活困窮者、難病患者

等、高齢者以外の対象者への支援に関する

知識等に関する事例検討会、研修等に参加

していること  

⑨  特定事業所集中減算を算定していない  

⑩  介護支援専門員 1 人あたりの利用者の数が

平均 45 人未満である  

⑪  介護支援専門員実務研修における科目等

に協力又は協力体制を確保していること  

⑫  他法人の居宅介護支援事業者と共同で事

例検討会、研修会等を実施  

⑫ 必要に応じて多様な主体等が提供する生  

活支援のサービス（インフォーマルサー  

ビス含む）が包括的に提供されるような  

居宅サービス計画を作成している  

特 定 事 業 所 加 算

（Ⅲ）  

３，２３０円／月  

 

①  主任介護支援専門員を 1 人以上配置している  

②  常勤専従の介護支援専門員 2 人以上配置し

ている  

③  利用者に関する情報又はサービス提供に

あたっての留意事項に係る伝達等を目的

とした会議を定期的に開催している  

④  24 時間連絡体制と利用者等の相談体制の

確保  

⑤  地域包括支援センターとの連携を図り計

画的に研修を実施している  

⑥  地域包括支援センターから紹介された困

難事例への対応している  

⑦  地域包括支援センター等実施の事例検討

会等への参加  

⑧  家族に対する介護等を日常的に行ってい

る児童や、障害者、生活困窮者、難病患者

等、高齢者以外の対象者への支援に関する

知識等に関する事例検討会、研修等に参加

していること  

⑨  特定事業所集中減算を算定していない  
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⑩  介護支援専門員 1 人あたりの利用者の数が

平均 45 人未満である  

⑪  介護支援専門員実務研修における科目等

に協力又は協力体制を確保していること  

⑫  他法人の居宅介護支援事業者と共同で事

例検討会、研修会等を実施  

⑫ 必要に応じて多様な主体等が提供する生  

活支援のサービス（インフォーマルサー  

ビス含む）が包括的に提供されるような  

居宅サービス計画を作成している  

特 定 事 業 所 加 算

（A）  

 

 

 

 

１，１４０円 /月  ① 主任介護支援専門員を 1 人以上配置してい  

  る  

② 常勤専従の介護支援専門員１人以上、非  

常勤職員を 1 人以上配置している（非常  

勤は他事業所との連携可）  

③ 利用者に関する情報又はサービス提供に  

あたっての留意事項に係る伝達等を目的  

とした会議を定期的に開催している  

④ 24 時間連絡体制と利用者等の相談体制の  

確保（他事業所との連携可）  

⑤ 地域包括支援センターとの連携を図り計  

画的に研修を実施している（他事業所と  

の連携可）  

⑥ 地域包括支援センターから紹介された困  

難事例への対応している  

⑦ 地域包括支援センター等実施の事例検討  

会等への参加  

⑧ 家族に対する介護等を日常的に行ってい

る児童や、障害者、生活困窮者、難病患

者等、高齢者以外の対象者への支援に関

する知識等に関する事例検討会、研修等

に参加していること  

⑨ 特定事業所集中減算を算定していない  

⑩ 介護支援専門員 1 人あたりの利用者の数  

が平均 45 人未満である  

⑪ 介護支援専門員実務研修における科目等  

に協力又は協力体制を確保していること  

（他事業所との連携可）  

⑫ 他法人の居宅介護支援事業者と共同で事  
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例検討会、研修会等を実施（他事業所と  

の連携可）  

⑬ 必要に応じて多様な主体等が提供する生  

活支援のサービス（インフォーマルサー  

ビス含む）が包括的に提供されるような  

居宅サービス計画を作成している  

特定事業所医療

介護連携加算  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，２５０円 /月  ① 特定事業所加算の（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれ  

かを算定  

② 前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間  

に退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）または（Ⅲ） 

の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護

老人福祉施設または介護保険施設との連携

の回数の合計が 35 回以上  

③ 前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間  

においてターミナルケアマネジメント加算  

を 15 回以上算定  

＊当事業所は、特定事業所加算(Ⅱ)を算定しています。  

＊令和６年４月改正に基づく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


